
生駒市条例第７号 

生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

平成２０年３月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例 

生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例（昭和２５年４月生駒市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「５，５００円」を「６，３００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （平成２０年度から平成２２年度までの各年度分の保育料の特例） 

２ 平成２０年度分の保育料に限り、改正後の生駒市立幼稚園保育料入園料徴収

条例（以下「改正後の条例」という｡)別表の規定の適用については、同表中「

６，３００円」とあるのは、「５，８００円」とする。 

３ 平成２１年度分の保育料に限り、改正後の条例別表の規定の適用について

は、同表中「６，３００円」とあるのは、「６，１００円（５歳児にあって

は、５，８００円）」とする。 

４ 平成２２年度分の保育料に限り、改正後の条例別表の規定の適用について

は、同表中「６，３００円」とあるのは、「６，３００円（５歳児にあって

は、６，１００円）」とする。 


